
 

議 案 名 
富士見市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

 

地方公務員法第２８条第４項において、職員は、同法第１６条に

規定する欠格条項に該当するに至ったときは、条例に特別の定めが

ある場合を除き、その職を失うこととされています。 

この規定に基づき、職員の失職の特例を定めるため、富士見市職

員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３２年条例第８

号）の一部を改正するものです。 

制 定 内 容 

 

第５条を第６条とし、新たな第５条として失職の特例に関する規

定を追加します。 

第１項では、「禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪

が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者につ

いては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を

失わないものとすることができる」こととする失職の特例を規定す

るものです。 

第２項では、第１項の規定により失職を免れた場合であっても、

執行猶予の言渡しを取り消された場合には、当該取消しの日にその

職を失うものとする内容の規定となっています。 

そのほか、題名改正等必要な整理を行います。 

施 行 日 公布の日 

１ 



富士見市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３２年条例第８号）新旧対照表 

新 旧 

富士見市職員の分限に関する条例 富士見市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。)第２８条第３項及び第４項の規定に基づき、職員の意に反する降

任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。)第２８条第３項     の規定に基づき、職員の意に反する降

任、免職及び休職の手続及び効果           に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（失職の特例） 

第５条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が

過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、

情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものと

することができる。 

２ 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶

予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。 

 

（委任） （委任） 

第６条 （略） 第５条 （略） 

 

 

 


